
資料３
 

 食品衛生法第１８条第１項の規定に基づく乳及び乳製品の容器包装の規格基準改正に係る食

品健康影響評価について（ポリエチレンテレフタレートの追加）（案） 

 

１．はじめに 

 乳及び乳製品の容器包装に関しては、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第１８条第１

項の規定に基づき、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和２６年厚生省令第５２号）に

より規格基準が定められている。この省令では牛乳等（牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整

牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及びクリーム）の内容物に直接接触する合成樹脂につい

ては、ポリエチレンとエチレン・1-アルケン共重合樹脂の２種類となっており、使用できる添加

剤も制限されている。一方、ポリエチレンテレフタレート（以下、「 PET 」という。）について

は、これまで乳製品（発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料）や調製粉乳には使用が認められているが、

牛乳等については、これまで要望がないため検討されていないことから、容器包装としての使用

は認められていない。  

今般、関係業界団体より、当該合成樹脂を牛乳等に使用できる容器包装として追加することに

ついて厚生労働省に要請がなされたため、厚生労働省から食品安全基本法第２４条第１項の規定

に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価が依頼されたものである。 

 なお、現在のPETの規制状況は、表１のとおりである。 

表１ 器具・容器包装に関するPETの規格基準      (ppm)                  

乳等省令
2）
 

 

試験名 

 

試験項目 

試験方法又は条件 食品等の規

格基準
１）
 
２群（PET）

 3） 調製粉乳(PET) 

カドミウム ≦ 100 ≦ 100 ≦ 100  

材質試験 鉛 

原子吸光光度法又は

誘導結合プラズマ発

光強度測定法
 4）
 

≦ 100 ≦ 100 ≦ 100 

重金属 4%酢酸 ≦ 1 ≦ 1 ≦ 1 

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶ

ﾘｳﾑ消費量 

水 ≦ 10 ≦ 5 ≦ 5 

n-ﾍﾌﾟﾀﾝ ≦ 30 － － 

20%ｴﾀﾉｰﾙ ≦ 30 － － 

水 ≦ 30 － － 

 

蒸発残留物

4%酢酸 ≦ 30 ≦ 15 ≦ 15 

ｱﾝﾁﾓﾝ 4%酢酸 ≦ 0.05 ≦ 0.025 ≦ 0.025 

 

 

溶出試験 

ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ 4%酢酸 ≦ 0.1 ≦ 0.05 ≦ 0.05 
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１）食品、添加物等の規格基準（告示370号） 第３ 器具および容器包装（抜粋） 

２）乳および乳製品の成分規格等に関する省令 別表第４（抜粋） 

３）乳等省令２群：発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料 

４）乳等省令ではﾎﾟｰﾗﾛｸﾞﾗﾌ法又は原子吸光光度法 

 

２．PETについて 

  名 称： ポリエチレンテレフタレート、ポリテレフタル酸エチレン 

       （polyethylene terephthalate） 

    分子式：（Ｃ１０Ｈ１０Ｏ５）n 

  CAS NO.：25038-59-9 

 

 

 

    

２－１ 特性 

PETは、ジカルボン酸とジオールの縮重合によって作られる熱可塑性ポリエステルの一つで

あり、主にテレフタル酸またはそのジメチルエステルとエチレングリコールの縮重合物である。

分子量は約25,000で、融点255℃、ガラス転移点70℃の結晶性の良い熱可塑性高分子である。

わが国の2005年の生産量は、ボトル570,610トン*、フィルム192,000トン、シート274,110

トンである(13,16)。 

強靱性、耐薬品性、透明性に優れ、繊維、フィルム、食品用途では中空成形容器（飲用ボトル

等）やトレー等に使用されている(1)。 

  

２－２ 製造用原材料（モノマー） 

    主要な出発原料はジオール成分としてエチレングリコール（EG）、酸成分としてジメチルテ

レフタレート（DMT）、またはテレフタル酸（TPA）である(13)。また、ジエチレングリコールな

どのジオール成分及びアジピン酸、イソフタル酸などの酸成分が副成分として使われる場合が

                                                 
*経済産業省「化学工業統計」平成１７年（２００５） 
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ある。牛乳等の容器包装として使用されるＰＥＴの出発原料及び、使用される可能性のある副

成分は以下のとおりである(18)。 

（１）主要な出発原料としてのジオール成分 

① EG 

化学式：ＨＯＣＨ２ＣＨ２ＯＨ 

性状：無色、無味、粘性のある吸湿性のシロップ状液体 

分子量：６２．０７ 

CAS NO.：１０７－２１－１ 

化審法既存化学物質整理番号：２－２３０ 

 

（２）主要な出発原料としての酸成分 

① DMT 

化学式：Ｈ３ＣＯＯＣ- -ＣＯＯＣＨ３ 

性状：水には難溶、エーテルに易溶の白色結晶、溶融すると無色透明の液体。 

分子量：１９４．１９ 

CAS NO.：１２０－６１－６ 

化審法既存化学物質整理番号：３－１３２８ 

② TPA 

化学式：ＨＯＯＣ- -ＣＯＯＨ 

性状：水はもちろん大部分の溶媒に不溶の白色粉末 

分子量：１６６．１４ 

CAS NO.：１００－２１－０ 

化審法既存化学物質整理番号：３－１３３４ 
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  （３）副成分としてのジオール成分 

① ジエチレングリコール 

CAS NO.：１１１－４６－６ 

   ② ブタンジオール-1,4 

CAS NO.：１１０－６３－４③ 1,4-シクロヘキサンジメタノール 

 CAS NO.：１０５－０８－８ 

   

  （４）副成分としての酸成分 

   ① アジピン酸  

CAS NO.：１２４－０４－９ 

② イソフタル酸 

CAS NO.：１２１－９１－５ 

③ イソフタル酸ジメチル 

CAS NO.：１４５９－９３－４ 

④ セバシン酸  

CAS NO.：１１１－２０－６ 

 

２－３ 製造用添加剤 

   牛乳等の容器包装の内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂に使用できる添加剤は、

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の別表の４ 乳等の器具若しくは容器包装又はこれ

らの原材料の規格及び製造方法の基準の部（二）乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及

び製造方法の基準の款（１）の１のｂのＣよりステアリン酸カルシウム、グリセリン脂肪酸エ

ステル、二酸化チタンとなっている。その中で、PETに使用が想定されるのは二酸化チタンで

ある。PETの場合その他重合触媒としてアンチモン及びゲルマニウムが使われる。 
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２－４ 製造方法 

製造法には、二つの方式があり、一つはパラキシレン（PX）を酸化した粗TPAをエステル化

して得られる DMT と、EG を縮重合する方式である。その後、生産コストの低減と品質改良の

ために、純度の高いTPA 製造技術が開発され、TPA と EG を直接に縮重合する方式が主流にな

っている(13)。 

（１） DMT法（エステル交換法）  

 DMT と EG を 180℃以上に加熱しビスヒドロキシエチルフタレート（ＢＨＴ）を合成

する。これを高温、高真空下に加熱してEGを留去しながら分子量2万程度のポリマー

とする。触媒として、一般用樹脂はアンチモン系（三酸化アンチモンなど）、耐熱用樹

脂はゲルマニウム系を使用する。その後 PET の融点以下に温度を下げて、固相重縮合

によりさらに高分子量のポリマーとする(16)。 

 

Ｈ３ＣＯＯＣ- -ＣＯＯＣＨ３  ＋ ＨＯ-ＣＨ２-ＣＨ２-ＯＨ 

        DMT              EG 

 

ＨＯＣＨ２ＣＨ２ＯＯＣ - -ＣＯＯＣＨ２ＣＨ２ＯＨ＋ＣＨ３ＯＨ   

                BHT
 

                           
 

触媒、高温、高真空
 ＨＯ ＯＣ- -ＣＯ－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ  ＯＨ  

                              
ｎ 

              PET 

 

（２） TPA法（直接重合法） 

   TPAを出発原料とし、EGと直接反応させ、BHTを合成する。以下はDMT法と同じであ

る(16)。 
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２－５ 牛乳等に使用するＰＥＴについて 

    今回検討対象となった牛乳等用のＰＥＴは、使用されるモノマー及び添加剤が限定さ

れている。使用されるモノマーは、既に我が国において、食品用の器具・容器包装として

使用されているもので、欧米においても使用が認められているものである。また、添加剤

は、既に食品用の器具・容器包装及び乳等省令で牛乳等に使用されているもので、これら

は食品添加物として指定されているものである。 

 

３ 溶出試験等について 

３－１ 食品擬似溶媒を使用した溶出試験    

  （１）重金属    

PETボトルに４％酢酸を浸出用液として、６０℃３０分の浸出条件による重金属の溶出

試験において、溶出量は検出限界未満であった (14-a) 。 

 

      表２ 食品擬似溶媒を使用した重金属の溶出試験 

容 器 浸出条件 浸出用液 結果 

PETボトル1) 60℃ 30分 4％酢酸 検出せず（検出限界1ppm）（Pbとして） 

１）500ml容器に溶媒充填、触媒不明 

 

（２）過マンガン酸カリウム消費量 

PETボトルに水を浸出用液として、６０℃３０分の浸出条件による過マンガン酸カリウ

ム消費量の溶出試験において、溶出量は検出限界未満であった(14-a) 。 

 

  

表３ 食品擬似溶媒を使用した過マンガン酸カリウム消費量の溶出試験 

容 器 浸出条件 浸出用液 結果 

PETボトル1) 60℃ 30分 水 検出せず（検出限界0.5ppm） 

１）500ml容器に溶媒充填、触媒不明 
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（３）蒸発残留物 

PET ボトルに４％酢酸、２０％エタノール及び５０％エタノールを浸出用液として６

０℃３０分、ｎ-ヘプタンを浸出用液として２５℃１時間の浸出条件による蒸発残留物の

溶出量はすべて検出限界未満であった (14-a) 。 

     また、市販 PET 製品（シート、ボトル）にオリーブ油及び n-ヘプタンを浸出用液とし

て２５℃１時間（n-ヘプタンのみ）、６０℃３０分、９５℃３０分、１１０℃３０分（オ

リーブ油のみ）の浸出条件による蒸発残留物の溶出量は、すべて検出限界未満であった 

(15) 。 

 

表４ 食品擬似溶媒を使用した蒸発残留物の溶出試験 

 浸出条件 浸出用液 結果 

4％酢酸 検出せず（検出限界3.0ppm） 

20%エタノール 検出せず（検出限界4.0ppm） 

60℃ 30分 

 

50%エタノール 検出せず（検出限界4.0ppm） 

 

PET ボトル
1) 

25℃ 1時間 n-ヘプタン 検出せず（検出限界1.0ppm） 

25℃ 1時間 n-ヘプタン 3.0ppm（検出限界）未満 

ｵﾘｰﾌﾞ油 3.0ppm（検出限界）未満 60℃ 30分 

n-ヘプタン 3.0ppm（検出限界）未満 

ｵﾘｰﾌﾞ油 3.0ppm（検出限界）未満 95℃ 30分 

 n-ヘプタン 3.0ppm (検出限界）未満 

 

 

市販PET製

品、シート 
2) 

 110℃ 30分 ｵﾘｰﾌﾞ油 3.0ppm (検出限界）未満 

25℃ 1時間 n-ヘプタン 3.0ppm（検出限界）未満 

ｵﾘｰﾌﾞ油 3.0ppm（検出限界）未満 60℃ 30分 

n-ヘプタン 3.0ppm（検出限界）未満 

ｵﾘｰﾌﾞ油 3.0ppm（検出限界）未満 95℃ 30分 

 n-ヘプタン 3.0ppm (検出限界）未満 

 

 

市販PET製

品、ボトル 
2) 

110℃ 30分 ｵﾘｰﾌﾞ油 3.0ppm (検出限界）未満 

注１）500ml容器に溶媒充填、触媒不明 

注２）由来不明 

 

（４）アンチモン 

  アンチモンを触媒として重合したPETボトル（炭酸飲料用）、PETレジン（成型材料）に
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４％酢酸、５０％エタノールを浸出用液として、４％酢酸で６０℃３０分、５０％エタノ

ールで１０℃５日間（PETレジンのみ）、１０℃１０日間及び２３℃１・５・１０日間の浸

出条件によるアンチモンの溶出試験において、溶出量はすべて検出限界未満であった (17) 。 

PETボトルに４％酢酸を浸出用液として、６０℃３０分の浸出条件によるアンチモンの

溶出試験において、溶出量は検出限界未満であった (14-a) 。 

また、PET ボトルに４％酢酸を浸出用液として、４０℃１０日間の浸出条件に

よるアンチモンの溶出試験において、溶出量は検出限界以下であった (15) 。 

 

表５ 食品擬似溶媒を使用したアンチモンの溶出試験 

 浸出条件 浸出用液 結果 

60℃ 30分 4％酢酸 ＜1 ppb 

10℃ 10日間 

23℃ 1日間 

23℃ 5日間 

PETボトル1) 

23℃ 10日間 

 

50%ｴﾀﾉｰﾙ 

 

＜1 ppb 

60℃ 30分 4％酢酸 ＜1 ppb 

10℃ 5日間 

10℃ 10日間 

23℃ 1日間 

23℃ 5日間 

PETレジン2) 

23℃ 10日間 

 

50%ｴﾀﾉｰﾙ 

 

＜1 ppb 

 

PETボトル3) 60℃ 30分 4％酢酸 検出せず（検出限界0.025ppm） 

PETボトル4) 40℃10日間 4％酢酸 ND（5ppb以下） 

   注１）アンチモンを触媒として重合した炭酸飲料用PET； 500ml容器に溶媒充填 
     注２）アンチモンを触媒として重合したPETレジン； 溶媒／表面積 2 ml/cm２ 

注３）500ml容器に溶媒充填、触媒不明 

注４）1L二軸配合ボトル、保存（1.6ml/cm2） 

 

（５）ゲルマニウム 

  ゲルマニウムを触媒として重合したPETボトル（耐熱用）、PETレジン（成型材料）に４％

酢酸、５０％エタノールを浸出用液として、４％酢酸で６０℃３０分間、５０％エタノー

ルで１０℃５日間（PETレジンのみ）及び１０℃１０日間の浸出条件によるゲルマニウム

の溶出試験において、溶出量はすべて検出限界未満であった (17) 。 
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PETボトルに４％酢酸を浸出用液として、６０℃３０分の浸出条件によるゲルマニウム

の溶出試験において、溶出量は検出限界未満であった (14-a) 。 

また、PET ボトルに、４％酢酸を浸出用液として、４０℃１０日間の浸出条件

によるゲルマニウムの溶出試験において、溶出量は検出限界以下であった (15) 。 

 

表６ 食品擬似溶媒を使用したゲルマニウムの溶出試験 

 浸出条件 浸出用液 結果 

60℃ 30分 4％酢酸 ＜1 ppb PETボトル1) 

10℃ 10日間 50%ｴﾀﾉｰﾙ ＜1 ppb 

60℃ 30分 4％酢酸 ＜1 ppb 

10℃ 5日間 

PETレジン2) 

10℃ 10日間 

50%ｴﾀﾉｰﾙ 

 

＜1 ppb 

 

PETボトル3) 60℃ 30分 

 

4％酢酸 検出せず（検出限界 0.05ppm） 

PETボトル4) 40℃10日間 4％酢酸 ND（5ppb以下） 

     注１）ゲルマニウムを触媒として重合した耐熱用PET； 500ml容器に溶媒充填 

     注２）ゲルマニウムを触媒として重合したPETレジン； 溶媒／表面積 2 ml/cm２ 

注３）500ml容器に溶媒充填、触媒不明 

注４）1L二軸配合ボトル、保存；1.6ml/cm2 

 

（６）二酸化チタン 

PETシート（コップ成型用シート）に４％酢酸、５０％エタノールを浸出用液として、

４％酢酸が６０℃３０分間、５０％エタノールが１０℃５・１０日間の浸出条件によるチ

タンの溶出試験において、溶出量はすべて検出限界未満であった。 

 

 

 

表７ 食品擬似溶媒を使用した二酸化チタンの溶出試験 

 浸出条件 浸出用液 結果 

60℃ 30分 4％酢酸 ＜10 ppb 

10℃ 5日間 

PET シート
1) 

10℃ 10日間 

50%ｴﾀﾉｰﾙ 

 

＜10 ppb 
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注１） アンチモンを触媒として製造されたPETレジン（成型材料）に二酸化チタンを２％添加して作製、 

溶媒：表面積 2 ml/cm２ 

     

 

３－２ 長期保存によるアンチモン・ゲルマニウムの溶出試験(15) 

通常の管理がされた工程に基づいて製造された PET 製品に４％酢酸を侵出用液と

して、長期間の室温の浸出条件によるアンチモン及びゲルマニウムの溶出試験が行

われた。その結果、ゲルマニウムについては、２回試験が行われたが、３ヶ月・６

ヶ月・９ヶ月の溶出試験では検出限界以下で、１年の溶出試験では１回が検出限界

以下、他の１回は 5 ppb の溶出が認められた。 

アンチモンについては、１回の試験が行われたが、３ヶ月・６ヶ月・９ヶ月・１

年の溶出試験では、すべて検出限界以下であった。 

 

表８ 長期保存における金属触媒（Ｇｅ、Ｓｂ）溶出量試験結果 

                      （ppb） 

 保存期間（月） 

触媒金属 検体 ３ ６ ９ １２ 

Ｇｅ ボトル 

 

１ 

２ 

ＮＤ 

ＮＤ 

ＮＤ 

ＮＤ 

ＮＤ 

ＮＤ 

ＮＤ 

５ 

Ｓｂ ボトル １ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 

1L二軸配合ボトルに４％酢酸を充填  ND:5ppb以下 

保存（1.6ml/cm2） 

保存条件 １. 室内（南側窓際）（昭和51年8月～昭和52年7月） 

２. 室内（南側窓際）（昭和51年10月～昭和52年9月） 

  

３－３ 長期保存における蒸発残留物試験(15) 

   PETボトルにn-ヘプタン、２０％エタノール、4%酢酸、水を侵出用液として、長期間室温で

の浸出条件による蒸発残留物の溶出試験が行われた。それぞれ、３、６、９ヶ月及び１年間と

して２回試験が行われたが、蒸発残留物は、n-ヘプタンでは3 ppm以下～7 ppm、２０％エタ

ノールでは3 ppm以下～5ppm、４％酢酸では3ppm～10ppm、水では3ppm以下～10ppmであった。 
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表９ 長期保存における蒸発残留物試験結果 

                                        (ppm) 

 

 

 

 

 

1L二軸配合ボトルに溶媒（1.6ml/cm2）を充填保存 

保存条件 １. 室内（南側窓際）（昭和51年8月～昭和52年7月） 

２. 室内（南側窓際）（昭和51年10月～昭和52年9月） 

 

３－４ 牛乳を溶媒として使用した溶出試験    

     PETボトルに牛乳を浸出用液としてカドミウム、鉛、アンチモン及びゲルマニウムの

溶出試験が行われている。 

（１）カドミウム    

 PETボトルに牛乳を浸出用液として６０℃３０分、１０℃１０日間の浸出条件によ

るカドミウムの溶出試験において、すべて検出限界未満であった (14-b) 。 

 

表10 牛乳を浸出用液としたカドミウムの溶出試験 

容 器 浸出条件 浸出用液 結果 

60℃ 30分 

 

市販 

牛乳 

検出せず（検出限界 0.01ppm）  

PETボトル1) 

 10℃ 10日 

 

市販 

牛乳 

検出せず（検出限界 0.01ppm） 

60℃ 30分 

 

市販 

牛乳 

検出せず（検出限界 0.01ppm）  

PETボトル2) 

 10℃ 10日 

 

市販 

牛乳 

検出せず（検出限界 0.01ppm） 

    注１）PETボトル500ml容器、触媒：アンチモン  
注２）PETボトル500ml容器、触媒：ゲルマニウム  

（２）鉛    

溶媒  保存期間（月）

検体 

３ ６ ９ １２ 

n-ヘプタン ボトル １ 

２ 

６ 

６ 

５ 

７ 

４ 

６ 

＜３ 

＜３ 

20%エタノール ボトル １ 

２ 

＜３ 

＜３ 

４ 

５ 

４ 

５ 

４ 

＜３ 

4%酢酸 ボトル １ 

２ 

３ 

４ 

８ 

９ 

１０ 

１０ 

４ 

７ 

水 ボトル １ 

２ 

＜３ 

＜３ 

６ 

７ 

９ 

１０ 

＜３ 

＜３ 
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 PETボトルに牛乳を浸出用液として、６０℃３０分、１０℃１０日間の浸出条件に

よる鉛の溶出試験において、すべて検出限界未満であった (14-b) 。 

 

表11 牛乳を浸出用液とした鉛の溶出試験表 

容 器 浸出条件 浸出用液 結果 

60℃ 30分 

 

市販 

牛乳 

検出せず（検出限界 0.05ppm）  

PETボトル1) 

 10℃ 10日 

 

市販 

牛乳 

検出せず（検出限界 0.05ppm） 

60℃ 30分 

 

市販 

牛乳 

検出せず（検出限界 0.05ppm）  

PETボトル2) 

 10℃ 10日 

 

市販 

牛乳 

検出せず（検出限界 0.05ppm） 

    注１）PETボトル500ml容器、触媒：アンチモン  
注２）PETボトル500ml容器、触媒：ゲルマニウム 

 

（３）アンチモン    

 PETボトルに牛乳を浸出用液として、６０℃３０分、１０℃１０日間アンチモンの

溶出試験において、すべて検出限界未満であった (14-b) 。 

 

表12 牛乳を浸出用液としたアンチモンの溶出試験 

容 器 浸出条件 浸出用液 結果 

60℃ 30分 市販牛乳 検出せず（検出限界 0.0025ppm） PETボトル1) 

10℃ 10日 市販牛乳 検出せず（検出限界 0.0025ppm） 

    注１）PETボトル500ml容器、触媒：アンチモン  

 

（４）ゲルマニウム    

 PETボトルに牛乳を浸出用液として、６０℃３０分、１０℃１０日間の浸出条件に

よるゲルマニウムの溶出試験において、検出限界未満であった。(14-b) 

 

 

表13 牛乳を浸出用液としたゲルマニウムの溶出試験 
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容 器 浸出条件 浸出用液 結果 

60℃ 30分 市販牛乳 検出せず（検出限界 0.005ppm） PETボトル1) 

10℃ 10日 市販牛乳 検出せず（検出限界 0.005ppm） 

    注１）PETボトル500ml容器、触媒：ゲルマニウム  

 

３－５ 溶出試験のまとめ 

    PETは、前述のように食品擬似溶媒（４％酢酸、５０％エタノール）を浸出用液として行っ

たアンチモン、ゲルマニウム、カドミウム、鉛、重金属及び二酸化チタンの溶出試験において、

これらの溶出は認められなかった。また、有機物溶出の総量試験である過マンガン酸カリウム

消費量、食品擬似溶媒（４％酢酸、２０％エタノール、５０％エタノール、n-ヘプタン、オリ

ーブ油）を浸出用液として行った蒸発残留物においても、ほとんど溶出がみられず、蒸発残留

物３ヶ月以上でのみ４～１０ｐｐｍの溶出がみられたが、溶出は微量と考えられる。 

    PET製のボトルに牛乳を浸出用液として行ったカドミウム、鉛、アンチモン、ゲルマニウム

の溶出試験においても、検出限界未満となっており、食品擬似溶媒を浸出用液とした場合と同

様に、溶出はほとんどないと考えられる。 

  

     

４ 食品健康影響評価 

牛乳等の容器包装に使用するPETの原材料として使用されるモノマーは、既に我が国にお

いて食品用の器具・容器包装として使用されている範囲内で、限定されている。牛乳等の容

器包装の内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂に使用できる添加剤は、既に乳等省

令で牛乳等に使用が認められている範囲内のもので、食品添加物の指定添加物リストに掲載

されている。 

主にPETで添加剤として使用が想定されている二酸化チタンを添加して作成されたPETに

おける溶出試験のチタンの溶出量は、検出限界未満であった。また、食品擬似溶媒を使用し

たPETからの金属触媒、重金属、蒸発残留物等の溶出量は、大部分が検出限界未満であった。
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さらに、牛乳を溶媒としたカドミウム、鉛、アンチモン及びゲルマニウムの溶出試験の結果、

溶出量は検出限界未満（検出限界値は乳等省令の２群の基準値の 1/10 以下）であり、牛乳

等に使用しても安全性が懸念される結果は認められなかった。以上のことから、現在、食品

等に使用される PET の安全性が現行の規格基準により確保されていることを前提とすると、

今回申請されたPETは、牛乳等に使用しても十分な安全性を確保していると判断された。 
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